
  

一 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
案
要
綱 

第
一 
目
的 

 

こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
業
務
を
全
て
民
間
に
委
ね
る
こ
と
が
可

能
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
全
て
民
間
に
委
ね
る
こ
と
が
よ
り
自
由
で
活
力
あ
る
経
済
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
に
鑑
み
、

機
構
を
完
全
民
営
化
す
る
こ
と
を
定
め
る
と
と
も
に
、
機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
国

の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
機
構
の
完
全
民
営
化
に
関
し
必
要
な
措
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
機
構
の
完
全
民
営
化

を
着
実
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
一
条
関
係
） 

第
二 

機
構
の
完
全
民
営
化 

機
構
は
、
完
全
民
営
化
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
第
二
条
関
係
） 

第
三 

基
本
理
念 

一 

機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
は
、
第
六
の
一
の
株
式
会
社
に
お
け
る
企
業
統
治
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
収
益
性
の

向
上
に
よ
り
そ
の
経
営
基
盤
が
安
定
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
三
条
第
一
項
関
係
） 



 

二 

二 

機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
公
正
な
競
争
の
確
保
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

（
第
三
条
第
二
項
関
係
） 

三 

機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
機
構
又
は
第
六
の
一
の
株
式
会
社
の
管
理
す
る
賃
貸
住
宅
に
居
住
す
る

者
に
対
し
、
適
切
な
配
慮
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

（
第
三
条
第
三
項
関
係
） 

第
四 

国
の
責
務 

国
は
、
第
三
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
機
構
の
完
全
民
営
化
を
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
こ
と
。 

（
第
四
条
関
係
） 

第
五 

法
制
上
の
措
置
等 

政
府
は
、
機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を
講
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
第
五
条
関
係
） 

第
六 

機
構
の
業
務
を
承
継
す
る
株
式
会
社
の
設
立
、
株
式
の
処
分
等 

一 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
機
構
の
業
務
を
承
継
す
る
株
式
会
社
と
し
て
政
府
及
び
機
構
に
出
資
し
て

い
る
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
資
本
の
全
額
を
出
資
す
る
も
の
を
設
立
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
六
条
第
一
項
関
係
） 



  

三 

二 

政
府
は
、
そ
の
保
有
す
る
一
の
株
式
会
社
の
株
式
に
つ
い
て
、
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
そ
の
縮
減
を
図
り
、
こ
の

法
律
の
施
行
後
六
年
以
内
に
、
そ
の
全
部
を
処
分
す
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 
 

（
第
六
条
第
二
項
関
係
） 

三 

一
の
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
保
有
す
る
一
の
株
式
会
社
の
株
式
に
つ
い
て
、
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
そ
の
縮
減

を
図
り
、
二
の
期
間
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
全
部
を
処
分
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 （

第
六
条
第
三
項
関
係
） 

四 

政
府
は
、
機
構
の
完
全
民
営
化
に
当
た
っ
て
は
、
機
構
の
有
す
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
支
援

に
関
す
る
機
能
の
根
幹
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
こ
と
。 

（
第
六
条
第
四
項
関
係
） 

第
七 

施
行
期
日 

 
 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

（
附
則
関
係
） 

 



  

一 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
案
） 

（
目
的
） 

第
一
条 
こ
の
法
律
は
、
独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
（
以
下
「
機
構
」
と
い
う
。
）
の
業
務
を
全
て
民
間
に
委
ね
る
こ
と

が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
全
て
民
間
に
委
ね
る
こ
と
が
よ
り
自
由
で
活
力
あ
る
経
済
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
に

鑑
み
、
機
構
を
完
全
民
営
化
す
る
こ
と
を
定
め
る
と
と
も
に
、
機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、

及
び
国
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
機
構
の
完
全
民
営
化
に
関
し
必
要
な
措
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
機
構
の
完
全

民
営
化
を
着
実
に
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

（
機
構
の
完
全
民
営
化
） 

第
二
条 

機
構
は
、
完
全
民
営
化
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
基
本
理
念
） 

第
三
条 

機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
は
、
第
六
条
第
一
項
の
株
式
会
社
に
お
け
る
企
業
統
治
を
向
上
さ
せ
る
と
と
も
に
、
収

益
性
の
向
上
に
よ
り
そ
の
経
営
基
盤
が
安
定
す
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
公
正
な
競
争
の
確
保
に
配
慮
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 

二 

３ 

機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
に
当
た
っ
て
は
、
機
構
又
は
第
六
条
第
一
項
の
株
式
会
社
の
管
理
す
る
賃
貸
住
宅
に
居
住
す

る
者
に
対
し
、
適
切
な
配
慮
が
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
国
の
責
務
） 

第
四
条 

国
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
機
構
の
完
全
民
営
化
を
推
進
す
る
責
務
を
有
す
る
。 

（
法
制
上
の
措
置
等
） 

第
五
条 

政
府
は
、
機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
に
関
す
る
施
策
を
実
施
す
る
た
め
必
要
な
法
制
上
の
措
置
そ
の
他
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
機
構
の
業
務
を
承
継
す
る
株
式
会
社
の
設
立
、
株
式
の
処
分
等
） 

第
六
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
速
や
か
に
、
機
構
の
業
務
を
承
継
す
る
株
式
会
社
と
し
て
政
府
及
び
機
構
に
出
資
し

て
い
る
地
方
公
共
団
体
が
そ
の
資
本
の
全
額
を
出
資
す
る
も
の
を
設
立
す
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

政
府
は
、
そ
の
保
有
す
る
前
項
の
株
式
会
社
の
株
式
に
つ
い
て
、
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
そ
の
縮
減
を
図
り
、
こ
の

法
律
の
施
行
後
六
年
以
内
に
、
そ
の
全
部
を
処
分
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

第
一
項
の
地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
保
有
す
る
同
項
の
株
式
会
社
の
株
式
に
つ
い
て
、
市
場
の
動
向
を
踏
ま
え
つ
つ
そ
の



  

三 

縮
減
を
図
り
、
前
項
の
期
間
を
目
途
と
し
て
、
そ
の
全
部
を
処
分
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 
政
府
は
、
機
構
の
完
全
民
営
化
に
当
た
っ
て
は
、
機
構
の
有
す
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
賃
貸
住
宅
の
供
給
の
支
援
に

関
す
る
機
能
の
根
幹
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
よ
う
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。 

附 

則 

 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。





  

五 

理 

由 

 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
の
業
務
を
全
て
民
間
に
委
ね
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
を
全
て
民
間
に
委
ね
る

こ
と
が
よ
り
自
由
で
活
力
あ
る
経
済
社
会
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
同
機
構
を
完
全
民
営
化
す
る
こ
と
を
定
め
る
と
と

も
に
、
同
機
構
の
完
全
民
営
化
の
推
進
に
関
し
、
基
本
理
念
を
定
め
、
及
び
国
の
責
務
を
明
ら
か
に
し
、
並
び
に
同
機
構
の
完

全
民
営
化
に
関
し
必
要
な
措
置
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
同
機
構
の
完
全
民
営
化
を
着
実
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
れ
が
、

こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。 


